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一自分の健康に関心を持とうー

　　　　　　　　　　　　　(記事P13)
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●１歳を迎えた介護保険

●老人保険制度案内

●ごみ減量・分別等

●青少年健全育成標語

●壬生町職員採用試験案内

発行/壬生町役場　�321-0292　栃木県下都賀郡壬生町通町12番22号　編集/総務部企画財政課広報広聴係

　　　　　　　　　　　　　　　ホームページアドレスhttp://www.t-cnet.or.jp/~mibu/

２

４

６

ノ｀心ノ

/ ^ ゝ ノ

３

５

７
８
1
4

〃

宣0282-81 -181 2　毎月23[ﾖ発行

酉〇282-82-8262



心゛

旋
儒
脊
蜀
聊
況
た

1
9
－
　
合
護
保
菌

　
介
護
保
険
制
度
は
、
平
成
１
２
年
４

月
か
ら
施
行
さ
れ
満
１
年
を
経
過
し

ま
し
た
。

　
実
施
状
況
を
み
る
と
、
サ
ー
ビ
ス

量
が
導
入
前
に
比
較
し
て
大
幅
に
増

加
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
高
齢
者
の
在
宅
生
活
を

支
え
る
訪
問
介
護
の
場
合
、
延
べ
利

用
時
間
が
Ｈ
年
度
７
。
８
０
５
時
間
に

対
し
、
1
2
年
度
２
３
。
８
１
６
時
間
。

通
所
介
護
の
場
合
、
延
べ
利
用
回
数

が
Ｈ
年
度
７
。
３
１
０
回
に
対
し
、
1
2

年
度
１
１
。
８
０
６
回
で
あ
り
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
評
価
は
、
「
お
お
む
ね
満
足
し

て
い
る
・
普
通
だ
と
思
う
」
を
合
せ

る
と
、
9
2
・
４
％
と
高
い
満
足
度
に

達
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
増

加
の
傾
向
に
あ
り
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
等
へ
の
入
所
希
望
者
が
多
く
、

-

介
護
保
険
は
在
宅
生
活
継
続
を
理
念

と
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
施
設
に

流
れ
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
。

　
家
族
だ
け
で
の
介
護
に
は
限
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
介
護
を
社
会
全
体

で
支
え
、
家
族
の
負
担
を
減
ら
し
、

「
介
護
の
社
会
化
」
を
進
め
ら
れ
る
よ

う
、
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
う
ま
く

利
用
し
ま
し
ょ
う
。
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ぐ10月分から本来の介護保険料となります！
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　65歳以上の人（第１号被保険者）が納めている保険料は、新しい制度に慣れて頂

＜ために、平成12年10月から平成13年９月分までの１年分を（特別措置により）半

額に軽減してまいりました。

平成13年10月分以降は、介護保険料の全額（本来の保険料額）を納

めて頂＜ことになりますので、御理解下さい。

　介護保険制度は、介護を必要とする人が地域で安心して生活が送れるよう、社会

全体で介護を支えるしくみです。私たちが納める保険料は、介護保険制度を支える

大切な財源となります。

　特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間

に応じて次のような措置がとられます。

　　　　　　　　　保険料を１年以上滞納すると……

……………………………………利用者が費用の全額をいづたん自ﾉ己負担しﾐ……ノ……万

……………中§霜|こよりあとで保険給付…………(費用の………91j･廊j)ljil=が支払われる形となります6

　　　　　　　　　　１年６か月以上滞納すると……

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に

差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。

　　　　　　　　２年以上滞納すると……

利用者負担が１割から３割に引き上げられるなどの措置があります。

⑩口座振替をご利用＜ださいロ言

　忙しい方、なかなか外出ができない方は介護保険

料の口座振替が便利です。

47W7ﾏ7!S惣11一｡2島1一゛
①介護保険料の納付書、預・貯金通帳、印かん（通

　帳届出印）を用意します。

②取扱金融機関・郵便局で「口座振替依頼書」に必

　要事項を記入し、申し込みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
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巾座振替の開始は、申込日の翌月以降になります｡）|ﾐ
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★高額医療費支給制度とは！

　同一世帯内に１か月30,000円以上（住民税非課税世帯等は21,000円）の一部負担金を支払ったお

年寄りが複数いるときは，合算して37,200円（住民税非課税世帯等は24,600円）を超えた分か高額

医療費として払い戻されますので，役場福祉課で申請してください。

　（例）同じ月内に入院し，30,000円以上自己負担額を支払ったお年寄りが，ひとつの世帯に複数い

るとき

30,000円 ＋ 35,000円
一

一 65,000円

一　　般　　世　　帯
65,000円－37,200円＝27,800円

27,800円があとで支給されます。

住民税非課税世帯等
65,000円－24,600円＝40,400円

40,400円があとで支給されます。

ただし、外来の場合の一部負担金・差額ベット代・入院の食事代は対象になりません。

★入院したときに支払う費用と食事代が減額されます！

　入院したときにかかった費用の一割を支払いますが、限度額が決められてます。

　住民税非課税世帯に属する方については次のとおり減額されますが、入院時一部負担金限度額適

用･標準負担額減額認定証が必要となりますので、役場福祉課にお問い合わせください。

自己負担額けケ月） 入院時の食事代

一　般　世　帯 37,200円まで １日に780円

住民税非課税

世　　帯　　等
24,600円まで

90日までの入院は１日650円

過去12ケ月の入院が90目を
超えるときは１目に500円

住民税非課税世帯

等で老齢福祉年金

を受けている人

15,000円まで １日に300円

〔詳しい問合わせ先〕町民生部福祉課医療保険係　TEL 0282(81)1832
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